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経
済
産
業
省

○

告
示
第
二
号

環

境

省

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
家
庭
用

環

境

庁

機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
一
年
厚

生

省
告
示
第
一
号
）

通
商
産
業
省

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

環

境

大

臣

斉
藤

鉄
夫

二
中
「
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
家
庭
用
機
器
の
長
期
間
使
用
の
促
進
を
通
じ
た
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の

排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
の
次
に
次
の
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
特
定
家
庭
用
機
器
の
小
売
業
者
は
、
国
が
策
定
す
る
小
売
業
者
の
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
仕
分
け
基
準

の
作
成
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
て
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
仕
分
け
基
準
を
作
成
し
、
消
費
者
及
び
事
業

者
に
適
切
に
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
基
準
に
沿
っ
て
使
用
済
製
品
の
再
使
用
の
た
め
の
引
取
り
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
消
費
者
及
び
事
業
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
つ
つ
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促

進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三
の
１
中
「
収
集
及
び
運
搬
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
の
下
に
「
加
え
て
、
小
売
業
者
は
、
特
定
家
庭
用
機

器
廃
棄
物
の
適
正
な
排
出
の
確
保
を
図
る
た
め
、
消
費
者
及
び
事
業
者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
買
換



- 2 -

え
時
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
が
過
去
に
販
売
し
た
製
品
に
つ
い
て
も
、
一
層
円
滑
な
引
取
り
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
」
を
加
え
、
「
市
町
村
等
と
の
」
を
「
市
町
村
と
の
」
に
改
め
、
「
防
止
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
の

次
に
次
の
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
国
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
収
集
及
び
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
、
毎
年
度
、
特
定
家
庭
用

機
器
廃
棄
物
の
製
造
業
者
等
に
引
き
渡
し
た
台
数
が
多
い
小
売
業
者
に
対
し
、
当
該
小
売
業
者
が
引
き
取
っ
た
す
べ

て
の
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
係
る
引
取
り
及
び
引
渡
し
の
状
況
並
び
に
当
該
小
売
業
者
が
作
成
し
た
リ
ユ
ー
ス

・
リ
サ
イ
ク
ル
仕
分
け
基
準
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
の
１
中
「
市
町
村
等
は
」
を
「
市
町
村
は
」
に
改
め
、
「
協
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
の
次
に
次
の
段

落
を
加
え
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
小
売
業
者
に
引
取
義
務
が
な
い
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
を
回
収
す
る
体
制
が
構
築
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
回
収
す
る
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
す
る
そ
の
排
出
方

法
の
継
続
的
な
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
処
分
を
確
保
す
る
た

め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

に
対
し
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
の
２
の

中
「
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
」
の
下
に
「
の
う
ち
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
で
あ
っ
た

(2)



- 3 -

も
の
」
を
、
「
必
要
で
あ
る
。
」
の
下
に
「
ま
た
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
う
ち
液
晶
式
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機

又
は
プ
ラ
ズ
マ
式
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
で
あ
っ
た
も
の
に
含
ま
れ
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
製
造
業
者
等
に
お
い
て

、
関
係
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
再
商
品
化
の
技
術
開
発
等
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
を
加
え
る
。

三
の
２
の

中
「
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
」
の
下
に
「
、
又
は
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
使
用
さ
れ
て
い
た
断

(4)

熱
材
に
含
ま
れ
て
い
る
」
を
加
え
、
「
ま
た
、
断
熱
材
に
使
用
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
能
率

的
な
回
収
並
び
に
再
利
用
及
び
破
壊
の
た
め
の
技
術
開
発
及
び
施
設
整
備
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
を
削
る
。

三
の
２
中
「
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
の
次
に
次
の
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
国
は
、
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
要
す
る
費
用
の
低
減
及
び
排
出
者
の
理
解
の
増
進
を
通
じ
た
適
正

な
排
出
の
促
進
を
図
る
た
め
、
毎
年
度
、
製
造
業
者
等
に
対
し
、
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
関
す
る
支
出
の
総

額
及
び
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五
中
「
内
容
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
小
売
業
者
、
製
造
業
者
等
、
指
定
法
人
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
つ
つ
」

を
加
え
、
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
次
に
次
の
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
離
島
地
域
に
お
け
る
収
集
及
び
運
搬
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
の
自
主
努
力
に
よ
り
収
集
及
び
運
搬
の
効
率

化
が
図
ら
れ
て
い
る
一
部
の
離
島
地
域
に
対
し
て
製
造
業
者
等
が
行
う
資
金
面
も
含
め
た
海
上
運
送
等
に
係
る
協
力

の
成
果
も
踏
ま
え
つ
つ
、
収
集
及
び
運
搬
に
関
す
る
料
金
の
抑
制
に
資
す
る
取
組
が
離
島
地
域
間
で
広
く
共
有
さ
れ

、
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
不
法
投
棄
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
が
協
力
し
な
が
ら
解
決
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
は
、
関
係
者
と
連
携
し
て
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
排
出
に
係
る
普
及
及
び
啓
発

、
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
不
法
投
棄
の
未
然
防
止
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
製
造
業
者
等
は
、
こ
う
し
た
不
法
投
棄
対
策
を
積
極
的
に
行
う
市
町
村
に
対
し
、
資
金
面
も
含
め
た

協
力
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
が
実
際
に
活
用
し
や
す
い
も
の
に
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

加
え
て
、
国
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
及
び
不
法
投
棄
の
防
止
等
を
目
的
と
す
る
施

策
の
進
捗
と
効
果
を
把
握
す
る
た
め
、
関
係
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
使
用
済
製
品
の
流
通
又
は
排
出
の
経
路
等
の
状

況
や
不
法
投
棄
の
状
況
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
情
報
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

使
用
済
製
品
の
輸
出
に
つ
い
て
、
国
は
、
再
使
用
に
適
さ
な
い
使
用
済
製
品
が
再
使
用
の
名
目
で
輸
出
さ
れ
る
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。


